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富山県告示第196号 

   指定漁船の全部を普通損害保険に付すべきことの同意について 

 漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第 112条の２第２項の規定による次の 

届出を審査した結果、同法第 112条第１項の規定による同意があったものと認めた 

ので、同法第 112条の２第３項の規定により公示する。 

  平成27年４月17日 

                    富山県知事 石  井    一  
 

発起人の氏名及び住所 加 入 区 届出年月日 

 
中谷 紀男 
 
 下新川郡朝日町宮崎1454番地 
 
宮内 和彦 
 
 下新川郡朝日町宮崎1391番地 

 
朝日加入区 
 
下新川郡朝日町（泊、 
 
東草野、大屋、横尾、 
 
沼保、荒川、道下、平 
 
柳を除く。）の区域 
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公共測量の終了 

 測量法（昭和24年法律第 188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規 

定により、南砺市長から次のとおり公共測量を終了した旨の通知があったので、同 

条第３項の規定により公示する。 

  平成27年４月17日 

                    富山県知事 石  井    一  

１ 作業種類 

  公共測量（空中写真撮影、写真地図作成） 

２ 作業期間 

  平成26年５月20日から平成26年12月10日まで 

３ 作業地域 

  南砺市一円地内 
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